
○

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基

準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
七
十
六
条
の
五

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（

［
条
を
加
え
る
。
］

出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
五
十
条
第
七
項
及

び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
「
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
の
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
直
接
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々

の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
五
十
条
第
七
項
及
び
第
百
六
十
七
条

に
お
い
て
「
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る

資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（

以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
「
事
業
体
」
と
総
称
す
る
。
）
の

総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
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ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直

接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る

額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相

当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与

信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
し

よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と
き
に

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
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ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
四

十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の

合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合

計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る

」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ

て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
項
第

一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の

は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商

品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引

以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
運
用
に
関
す
る
基
準
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
「
資
産
運
用
基
準
」
と
い
う
。
）
が

明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と
な
る
よ

う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
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ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る

事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と

し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な
る
資

産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は

「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は

「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品

取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以

外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当

額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

標
準
的
手
法
採
用
行
が
、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ
て

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
調
整
の
結
果

と
し
て
得
ら
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
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場
合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額

で
除
し
て
得
た
値

二

第
六
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運

用
基
準
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

９

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
比
率
を
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

10
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
期
待
損
失
額
）

（
期
待
損
失
額
）

第
百
五
十
条

［
略
］

第
百
五
十
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
、
第
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ

［
項
を
加
え
る
。
］

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
同
条
第
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二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
と
き
に
、
当
該
裏
付
け
と
な

る
資
産
等
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
る
と

き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
期
待
損
失
額
の
算
出
に
つ
い
て
は

、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

）

）

第
百
五
十
二
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合

第
百
五
十
二
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合

計
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

計
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

額
を
い
う
。

額
を
い
う
。

一

国
際
統
一
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合

一

［
同
上
］

計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
七
十
四
条

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
七
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同

第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同

時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D/
L
G
D

方
式

額
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るPD

/
L
G
D

方
式

の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二

の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
六

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
七
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十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

額
、
第
百
七
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

及
び
第
百
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ
の
他
資

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並

産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

び
に
第
百
六
十
七
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク

ト
の
額
の
合
計
額

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価

額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

国
内
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

二

国
内
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取
引

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取
引

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。

）
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D/
L
G
D

方
式
の
適
用
対
象

）
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るPD

/
L
G
D

方
式
の
適
用
対
象

と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー

と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
六
十
七
条
第
十

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
七
十
八
条
の
二

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百
七

の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百

十
八
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

七
十
八
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

の
額
、
第
百
七
十
八
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス

ト
の
額
及
び
第
百
七
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ

れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得

の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・

た
額
並
び
に
第
百
六
十
七
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
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る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積

残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
五
十
八
条

［
略
］

第
百
五
十
八
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
短
期
の

３

［
同
上
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
契
約
当
初
の
満
期
が
一
年
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
一
年
の
下
限
を
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は

、
一
日
以
上
の
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務

の
四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
）

）
第
百
六
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

第
百
六
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
こ
の
条
に

、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
が
明
ら
か
な
と
き

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
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２

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資

も
っ
て
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ

産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を

と
が
で
き
る
。

満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
当
該
裏
付
け
と
な
る
資

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と

産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実

な
る
個
々
の
資
産
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、

際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
株
式
等

を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し
て

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
占
め
る
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、

用
い
る
も
の
と
す
る
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
占
め
る

一

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を

る
こ
と
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
前
二
項
の
規

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏

を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
資
産
運

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る

用
基
準
に
基
づ
き
最
も
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
が
大
き
く
な
る
資
産
構
成
を

額
（
ハ
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二

想
定
し
、
当
該
資
産
構
成
を
取
っ
た
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

号
イ
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に

き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
第

件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

百
五
十
七
条
第
五
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

一

裏
付
け
と
な
る
個
々
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
リ
ス

E
A
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
派
生
商
品
取
引
のE

AD

と
し
て
算
出
し

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
最
大
投
資
可
能
額
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し

た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号

て
適
用
す
る
場
合

当
該
資
産
に
つ
い
て
内
部
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

ロ
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
同
条
第
一
項
第
一

と
。
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号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に

二

外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
以
下
「
外
部
信
用
評
価

第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す

機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
外
部

る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取

格
付
」
と
い
う
。
）
が
運
用
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合

外
部
格

引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て

付
と
内
部
格
付
が
紐
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び

４

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
一
項
及
び

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー

４

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
と
き

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー

限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ
ル
手
法
」
を
準
用
し
て

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該
各
号
に
定
め
る
手
法
に
よ
り

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク

一

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
第
百
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
等

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
保

一

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
日
次
又
は
週
次
で
時
価
評
価
さ
れ

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク

て
お
り
、
当
該
評
価
額
で
解
約
又
は
第
三
者
に
売
却
で
き
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法

二

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

二

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
実
施
計
画
に
お
い
て
標
準
的
手

第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ

法
を
適
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
事
業
単
位
に
お
け
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー

れ
に
準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

三

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る

（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

業
務
を
行
う
者
が
、
主
務
官
庁
の
監
督
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ャ
ー
を
除
く
。
）

前
号
に
定
め
る
手
法

５

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

三

前
号
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
項

含
ま
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
二
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
外

の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
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部
格
付
準
拠
方
式

と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
裏
付

５

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー

け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重
平
均
が
四
百
パ
ー
セ
ン

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出

ト
を
下
回
る
蓋
然
性
が
高
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
四
百

し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満
た

パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

の
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と
き

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
は
、
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
エ
ク
ス

６

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
し
て
当
該
総
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
に
お
い
て
、
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
エ
ク
ス

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
百
五

十
二
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と

あ
る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資

産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を

行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
六
十
六

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
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二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
百
五

十
二
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と

あ
る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資

産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を

行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
五
十

六
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前

項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採

用
行
と
み
な
し
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ

て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二

を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
五
節
」
と
あ
る
の
は
「
第

六
章
第
五
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に

一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同

節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
二
節
」
と
、

「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額

（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
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外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の

与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の

派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額

）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と
な

る
よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有

す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
当
該

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と
し

、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
を
、
当
該
構
成
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産

等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
株
式

等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
二
条

-13-



の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
六
十
六
条

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
二
条

の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
五
十
六

条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当

該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標

準
的
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「

額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第
五
節

」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
五
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
三
節

」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額

」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
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二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取

引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相

当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期

決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ
た
上

で
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

調
整
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
割
合
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
割
合
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
割
合

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た

値
二

第
七
項
の
割
合

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
に
お
い

て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

10
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て

、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
用
い
て
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン
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ト内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

11
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
利
用
）

（
情
報
の
利
用
）

第
百
八
十
五
条

［
略
］

第
百
八
十
五
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与
し

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与
し

、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と
し

、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と
し

て
外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
第
二
百
十
三
条
第
三
項
第

て
外
部
格
付
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入
れ

三
号
に
お
い
て
「
外
部
信
用
評
価
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
百
十
三
条
に
お
い
て
「
外
部
格
付
」
と
い

う
。
）
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入
れ
る
も

の
と
す
る
。

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

第
二
百
三
十
九
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
百
六
十
六
条
第
七
項
に
規
定

第
二
百
三
十
九
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
百
六
十
六
条
第
七
項
に
定
め

す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
金
融
庁
長
官
の

る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
場
合
（
第
百
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
場
合
、
こ
の
款
に
お
い
て
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
）
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
七
十
条
の
八

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・

第
二
百
七
十
条
の
八

［
同
上
］

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
C
M
i)

に

十
二
・
五
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F

が
当
該
区
分
ご
と
に

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F

が
当
該
区
分
ご
と
に

C
C
P

c
c
p

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

C
C
P

i
i

c
c
p

i
i

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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○

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充

実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
五
十
四
条
の
五

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（

［
条
を
加
え
る
。
］

出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
二
十
八
条
第
七
項

及
び
第
百
四
十
五
条
に
お
い
て
「
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
直
接
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々

の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
二
十
八
条
第
七
項
及
び
第
百
四
十
五

条
に
お
い
て
「
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
裏

付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な

る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
五
条
に
お
い
て
「
事
業
体
」
と
総
称
す
る
。
）

の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
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ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直

接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る

額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相

当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の

与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派

生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
し

よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と
き
に

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
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ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
二

十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の

合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合

計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る

」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ

て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
項
第

一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の

は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取

引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信

相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
運
用
に
関
す
る
基
準
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
五
条
に
お
い
て
「
資
産
運
用
基
準
」
と
い
う
。
）
が

明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と
な
る
よ

う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
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ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る

事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と

し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
行
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な
る
資

産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は

「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は

「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商

品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引

以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

標
準
的
手
法
採
用
行
が
、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ
て

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
調
整
の
結
果

と
し
て
得
ら
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
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場
合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額

で
除
し
て
得
た
値

二

第
六
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運

用
基
準
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

９

標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
比
率
を
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト標
準
的
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

10
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
）

（
Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
）

第
五
十
七
条
の
二

［
略
］

第
五
十
七
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

16

16

前
項
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、R

C

は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、R

C

は
、

17

17
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次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

M
A
は

マ
ジ

ン
・

ア
グ

リ
メ

ン
ト

以
下

こ
の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同
M
A
は

マ
ジ

ン
・

ア
グ

リ
メ

ン
ト

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

、
ー

ー
（

、
ー

ー
（

じ
じ

。
）

。
）

V
は

N
S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
時

価
の

合
計

額
V

は
N
Sに

含
ま

れ
る

取
引
の

時
価

の
合

計
額

N
S

N
S

、
、

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
ヘ

ア
カ
ッ

ト
調

整
後

の
ネ
ッ

ト
担

保
額

C
は

M
Aの

下
に

お
け

る
ヘ
ア

カ
ッ

ト
調

整
後

の
ネ
ッ

ト
担

保
額

M
A

M
A

、
、

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

か
ら

受
け

入
れ

た
適

格
金

融
資

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

か
ら

受
け

入
れ

た
適

格
金

融
資

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

、
、

産
担

保
の

額
産

担
保

の
額

H
c

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

H
c

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

、
、

、
、

合
に

お
い

て
適

用
す

る
ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率
合

に
お

い
て

適
用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

H
f
x

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

H
f
x

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t

、
、

、
、

合
に

お
い

て
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

と
適

格
金

融
資
産

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
合

に
お

い
て

エ
ク
ス

ポ
ジ
ャ

と
適

格
金

融
資

産
担

保
の

通
貨

が
異

な
る

ー
ー

ー
ー

と
き

に
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率
と

き
に

適
用

す
る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

へ
差

し
入

れ
た

担
保

取
引

相
手

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

へ
差

し
入

れ
た

担
保

取
引

相
手

M
A
,
p
o
s
t

M
A
,
p
o
s
t

、
（

、
（

方
以

外
の

第
三

者
に

よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お
り

か
つ

取
引

相
手

方
方

以
外

の
第

三
者

に
よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お
り

か
つ

取
引

相
手

方
、

、
、

、

に
係

る
倒

産
手

続
又

は
外
国

に
お

け
る

倒
産

手
続
と

同
種

類
の

手
続

に
伴

う
に

係
る

倒
産

手
続
又

は
外

国
に
お

け
る

倒
産

手
続

と
同

種
類

の
手

続
に

伴
う

当
該

担
保

に
対

す
る

損
失
の

発
生

を
防

ぐ
た

め
に
必

要
な

方
策

が
講

ぜ
ら

れ
当

該
担

保
に

対
す

る
損
失

の
発

生
を

防
ぐ

た
め

に
必

要
な

方
策

が
講

ぜ
ら

れ

て
い

る
も

の
を

除
く

の
額

て
い

る
も

の
を

除
く

の
額

。
）

。
）

H
c

は
M
A
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
取

引
H
c

は
M
A
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
取

引
M
A
,
p
o
s
t

M
A
,
p
o
s
t

、
、

、
、

�
,0

,0
,0

�
,0

,0,0
�

,0
,0
,0

�
,0

,0,0
�

,
�

1
,

,
,

�
（1�

,
�

,
）

�
,

�
1

,
,

,
�
（ 1�

,
,
）
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相
手

方
に

引
き

渡
し

た
資

産
の

種
類

に
応

じ
て

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

相
手

方
に

引
き
渡

し
た

資
産

の
種

類
に

応
じ

て
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率
調

整
率

H
f
x

は
M
A
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
エ

ク
H
f
x

は
M
A
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
エ

ク
M
A
,
p
o
s
t

M
A
,
p
o
s
t

、
、

、
、

ス
ポ

ジ
ャ

と
担

保
の

通
貨

が
異

な
る

と
き

に
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ

ス
ポ

ジ
ャ

と
担

保
の

通
貨

が
異

な
る

と
き
に

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ー
ー

ー
ー

ィ
調

整
率

ィ
調

整
率

［
略
］

［
同
上
］

18

18

（
期
待
損
失
額
）

（
期
待
損
失
額
）

第
百
二
十
八
条

［
略
］

第
百
二
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
、
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ

［
項
を
加
え
る
。
］

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
同
条
第

二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
と
き
に
、
当
該
裏
付
け
と
な

る
資
産
等
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
る
と

き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
期
待
損
失
額
の
算
出
に
つ
い
て
は

、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

）

）

第
百
三
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

第
百
三
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
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定
め
る
額
を
い
う
。

掲
げ
る
額
を
い
う
。

一

国
際
統
一
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合

一

［
同
上
］

計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
五
十
二
条

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
五
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同

第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同

時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/L
G
D

方
式

額
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/L
G
D

方
式

の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二

の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
四

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
五

十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

額
、
第
百
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

及
び
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ
の
他
資

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並

産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

び
に
第
百
四
十
五
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク

ト
の
額
の
合
計
額

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価

額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

国
内
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

二

国
内
基
準
行
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取
引

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取
引

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。

）
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方
式
の
適
用
対
象

）
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/L
G
D

方
式
の
適
用
対
象

と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー

と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
四
十
五
条
第
十

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
五
十
六
条
の
二

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百
五

の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百

十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

五
十
六
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

の
額
、
第
百
五
十
六
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス

ト
の
額
及
び
第
百
五
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
五
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ

れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得

の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・

た
額
並
び
に
第
百
四
十
五
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積

残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
三
十
六
条

［
略
］

第
百
三
十
六
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
短
期
の

３

［
同
上
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
契
約
当
初
の
満
期
が
一
年
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
一
年
の
下
限
を
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は

、
一
日
以
上
の
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務

の
四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
）

）
第
百
四
十
五
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

第
百
四
十
五
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
こ
の
条
に

、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
が
明
ら
か
な
と
き

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を

２

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資

も
っ
て
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ

産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を

と
が
で
き
る
。

満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
当
該
裏
付
け
と
な
る
資

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と

産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実

な
る
個
々
の
資
産
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、

際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
株
式
等

を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し
て

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
占
め
る
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、

用
い
る
も
の
と
す
る
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
占
め
る

一

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を

る
こ
と
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
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ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
前
二
項
の
規

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏

を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
三
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
資
産
運

場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額

用
基
準
に
基
づ
き
最
も
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
が
大
き
く
な
る
資
産
構
成
を

（
ハ
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号

想
定
し
、
当
該
資
産
構
成
を
取
っ
た
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

イ
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に

き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
第

件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

百
三
十
五
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

一

裏
付
け
と
な
る
個
々
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
リ
ス

EA
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
派
生
商
品
取
引
のE

A
D

と
し
て
算
出
し

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
最
大
投
資
可
能
額
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し

た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号

て
適
用
す
る
場
合

当
該
資
産
に
つ
い
て
内
部
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

ロ
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
同
条
第
一
項
第
一

と
。

号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に

二

外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
以
下
「
外
部
信
用
評
価

第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と

機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
外
部

す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

格
付
」
と
い
う
。
）
が
運
用
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合

外
部
格

取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ

付
と
内
部
格
付
が
紐
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並

４

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
一
項
及
び

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー

４

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
と
き

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー

限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ
ル
手
法
」
を
準
用
し
て

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該
各
号
に
定
め
る
手
法
に
よ
り

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
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算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク

一

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
等

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
保

一

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
日
次
又
は
週
次
で
時
価
評
価
さ
れ

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク

て
お
り
、
当
該
評
価
額
で
解
約
又
は
第
三
者
に
売
却
で
き
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法

二

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

二

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
内
部
格
付
手
法
実
施
計
画
に
お
い
て
標
準
的
手

第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ

法
を
適
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
事
業
単
位
に
お
け
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー

れ
に
準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

三

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る

（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

業
務
を
行
う
者
が
、
主
務
官
庁
の
監
督
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ャ
ー
を
除
く
。
）

前
号
に
定
め
る
手
法

５

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

三

前
号
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
項

含
ま
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
二
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
外

の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け

部
格
付
準
拠
方
式

と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
裏
付

５

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー

け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重
平
均
が
四
百
パ
ー
セ
ン

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出

ト
を
下
回
る
蓋
然
性
が
高
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
四
百

し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満
た

パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

の
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と
き

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
は
、
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
エ
ク
ス

６

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
し
て
当
該
総
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
に
お
い
て
、
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
エ
ク
ス

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
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、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
百
三

十
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ

る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産

及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行

う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
四
十
四
条

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
百
三

十
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ

る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産

及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行

う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
三
十
四

条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
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項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採

用
行
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ

て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二

を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
五
節
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
章
第
五
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に

一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同

節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
二
節
」
と
、

「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額

（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引

の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外

の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当

額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と
な

る
よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有

す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
当
該
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保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と
し

、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
を
、
当
該
構
成
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産

等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
株
式

等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
三
十
条
の

規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は

「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内
部

格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
四
十
四
条
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
三
十
条
の

規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は

「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
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格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
三
十
四
条

に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当

該
内
部
格
付
手
法
採
用
行
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標

準
的
手
法
採
用
行
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「

額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第
五
節

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
五
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る

の
は
「
第
四
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
三
節

」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額

」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条

の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品

取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信

相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長

期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

内
部
格
付
手
法
採
用
行
が
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ
た
上

で
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

調
整
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
割
合
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
割
合
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
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一

第
二
項
の
割
合

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た

値
二

第
七
項
の
割
合

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
に
お
い

て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

10
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て

、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
用
い
て
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

11
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
利
用
）

（
情
報
の
利
用
）

第
百
六
十
三
条

［
略
］

第
百
六
十
三
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与
し

３

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与
し

、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と
し

、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と
し
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て
外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
第
百
九
十
一
条
第
三
項
第

て
外
部
格
付
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入
れ

三
号
に
お
い
て
「
外
部
信
用
評
価
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
百
九
十
一
条
に
お
い
て
「
外
部
格
付
」

と
い
う
。
）
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入
れ

る
も
の
と
す
る
。

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

第
二
百
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
百
四
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す

第
二
百
十
七
条

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
第
百
四
十
四
条
第
七
項
に
定
め
る

る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
金
融
庁
長
官
の
承

内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
場
合
（
第
百
四
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
さ

認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

れ
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
場
合
、
こ
の
款
に
お
い
て
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
四
十
八
条
の
八

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク

第
二
百
四
十
八
条
の
八

［
同
上
］

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
C
M
i)

に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F

が
当
該
区
分
ご
と
に

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、DF

が
当
該
区
分
ご
と
に

C
C
P

c
c
p

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

C
C
P

i
i

c
c
p

i
i

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。
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［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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○

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
七
十
条
の
五

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（

［
条
を
加
え
る
。
］

出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
八
条
第
七
項

及
び
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
「
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
直
接
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個

々
の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
八
条
第
七
項
及
び
第
百
六
十

六
条
に
お
い
て
「
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と

な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業

体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
「
事
業
体
」
と
総
称
す
る
。

）
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
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リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲

げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中

「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与

信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引

の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の

派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出

し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と
き

に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
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リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
と
み
な
し
て
、
第

四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額

の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の

合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引

に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す

る
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗

じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
項

第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る

の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取

引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信

相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
運
用
に
関
す
る
基
準
（

以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
「
資
産
運
用
基
準
」
と
い
う
。
）

が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と
な
る

よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用

-39-



リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す

る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の

と
し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な

る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る

の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項

第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る

の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取

引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信

相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ

て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
調
整
の
結

果
と
し
て
得
ら
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

-40-



る
場
合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額

で
除
し
て
得
た
値

二

第
六
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運

用
基
準
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

９

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て

、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
比
率
を
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

10
で
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
期
待
損
失
額
）

（
期
待
損
失
額
）

第
百
四
十
八
条

［
略
］

第
百
四
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
、
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス

［
項
を
加
え
る
。
］

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
同
条
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第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産

等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
と
き
に
、
当
該
裏
付
け
と

な
る
資
産
等
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
る

と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
期
待
損
失
額
の
算
出
に
つ
い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

（
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

額
）

額
）

第
百
五
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合

第
百
五
十
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合

計
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
区
分
に

計
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。

一

国
内
基
準
金
庫
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫

次
に
掲
げ
る
額
の
合

一

国
内
基
準
金
庫
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫

次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額

計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
七
十
三

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
七
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

条
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

同
時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

同
時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
L
GD

方

の
額
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方

式
の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千

式
の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
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六
十
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

七
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

の
額
、
第
百
七
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・

額
、
第
百
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用

セ
ッ
ト
の
額
及
び
第
百
七
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
算

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び

出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ

に
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス

て
得
た
額
並
び
に
第
百
六
十
六
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る

見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

国
際
統
一
基
準
金
庫
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫

次
に
掲
げ
る
額

二

国
際
統
一
基
準
金
庫
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫

次
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額

の
合
計
額

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け

イ

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
、
同
時
決
済
取

引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む

引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む

。
）
、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
L
GD

方
式
の
適
用
対

。
）
、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方
式
の
適
用
対

象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ

象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ

ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
六
十
六
条
第

ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
七
十
八
条
の

十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
、
第
百

二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び

七
十
八
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

第
百
七
十
八
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ト
の
額
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ
の
他
資

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並

産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
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び
に
第
百
六
十
六
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク

ト
の
額
の
合
計
額

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価

額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
五
十
七
条

［
略
］

第
百
五
十
七
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
短
期
の

３

［
同
上
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
契
約
当
初
の
満
期
が
一
年
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
一
年
の
下
限
を
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は

、
一
日
以
上
の
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務

の
四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
）

算
）

第
百
六
十
六
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信

第
百
六
十
六
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
こ
の
条

で
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
が
明
ら
か
な
と
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に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

き
は
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額

２

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る

を
も
っ
て
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る

資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

こ
と
が
で
き
る
。

を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
当
該
裏
付
け
と
な
る

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と

資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を

な
る
個
々
の
資
産
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、

実
際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
株
式
等

額
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
占
め
る
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、

て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
占
め
る

一

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を

る
こ
と
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
前
二
項
の

る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資

規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
資
産

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ

運
用
基
準
に
基
づ
き
最
も
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
が
大
き
く
な
る
資
産
構
成

る
額
（
ハ
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
イ
及
び
第

を
想
定
し
、
当
該
資
産
構
成
を
取
っ
た
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

二
号
イ
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ

を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号

で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、

要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
六
条
第
五
項
又
は
第
百
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

一

裏
付
け
と
な
る
個
々
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
リ
ス

るE
A
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
派
生
商
品
取
引
のEA

D

と
し
て
算
出

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
最
大
投
資
可
能
額
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し

し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二

て
適
用
す
る
場
合

当
該
資
産
に
つ
い
て
内
部
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
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号
ロ
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
同
条
第
一
項
第

と
。

一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引

二

外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
以
下
「
外
部
信
用
評
価

に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と

機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
外
部

す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

格
付
」
と
い
う
。
）
が
運
用
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
外
部
格
付

取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ

と
内
部
格
付
が
紐
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並

４

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
一
項
及

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ

４

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
と

の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に

き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い

当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ

る
限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ
ル
手
法
」
を
準
用
し

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該
各
号
に
定
め
る
手
法
に
よ

て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

お
い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ

一

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

一

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
日
次
又
は
週
次
で
時
価
評
価
さ
れ

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ

て
お
り
、
当
該
評
価
額
で
解
約
又
は
第
三
者
に
売
却
で
き
る
こ
と
。

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法

二

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

二

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
実
施
計
画
に
お
い
て
標
準
的

第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ

手
法
を
適
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
事
業
単
位
に
お
け
る
保
有
エ
ク
ス
ポ

れ
に
準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

三

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る

ー
（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー

業
務
を
行
う
者
が
、
主
務
官
庁
の
監
督
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）

前
号
に
定
め
る
手
法

５

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

三

前
号
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
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含
ま
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
二
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
外

項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付

部
格
付
準
拠
方
式

け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
裏

５

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ

付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重
平
均
が
四
百
パ
ー
セ

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算

ン
ト
を
下
回
る
蓋
然
性
が
高
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
四

出
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
み
を
満

百
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ー
の
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
と

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
に
は
、
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
エ
ク

６

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
し
て
当
該
総
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
に
お
い
て
、
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
エ
ク
ス

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
と
み
な
し
て
、
第
百

五
十
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と

あ
る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資

産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を

行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
六
十
五

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
と
み
な
し
て
、
第
百

五
十
条
の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と

あ
る
の
は
「
イ
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資

産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を

行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
五
十

六
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前

項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採

用
金
庫
と
み
な
し
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二

号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た

っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・

二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
六
節
」
と
あ
る
の
は
「

第
六
章
第
六
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、

同
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
二
節
」
と

、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
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額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引

の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外

の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当

額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は

、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
大
と

な
る
よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保

有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
当

該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と

し
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
を
、
当
該
構
成
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裏
付
け
と
な
る
資

産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
株
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式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
条

の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百
六
十
五
条

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百
五
十
条

の
規
定
（
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
「
イ
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二
百
五
十
六

条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当

該
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
と
み
な
し
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の

は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第

六
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
六
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と

あ
る
の
は
「
第
六
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第

三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
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当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
七
十

条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商

品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与

信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た

額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に

長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
と
き
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗
じ
る
調
整
を
行
っ
た

上
で
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
調
整
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
割
合
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

場
合
に
は
、
当
該
割
合
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
割
合

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た

値
二

第
七
項
の
割
合

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
に
お
い

て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

10
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ

て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
用
い
て

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
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二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

11
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る

。（
情
報
の
利
用
）

（
情
報
の
利
用
）

第
百
八
十
五
条

［
略
］

第
百
八
十
五
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与

３

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
格
付
を
付
与

し
、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と

し
、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
際
の
主
要
な
要
素
と

し
て
外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
第
二
百
十
三
条
第
三
項

し
て
外
部
格
付
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入

第
三
号
に
お
い
て
「
外
部
信
用
評
価
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
百
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
百
十
三
条
に
お
い
て
「
外
部
格
付
」
と

い
う
。
）
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
る
情
報
も
考
慮
に
入
れ
る

も
の
と
す
る
。

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

第
二
百
三
十
九
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
百
六
十
五
条
第
七
項
に
規

第
二
百
三
十
九
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
第
百
六
十
五
条
第
七
項
に
定

定
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
金
融
庁
長
官

め
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
場
合
（
第
百
六
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準

の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
場
合
、
こ
の
款
に
お
い
て
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
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ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
七
十
条
の
九

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・

第
二
百
七
十
条
の
九

［
同
上
］

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
C
M
i )

に

十
二
・
五
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D
F

が
当
該
区
分
ご
と
に

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F

が
当
該
区
分
ご
と
に

C
C
P

c
c
p

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

C
C
P

i
i

c
c
p

i
i

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組

合
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十

二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
四
十
七
条
の
五

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
す
る

［
条
を
加
え
る
。
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、

第
百
二
十
四
条
第
七
項
及
び
第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
「
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
」
と
い
う
。
）
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
直
接
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
に
は
、
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
二
十
四
条
第

七
項
及
び
第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
「
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
」
と
い
う
。
）

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

す
と
き
に
は
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総

額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
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れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
「
事
業

体
」
と
総
称
す
る
。
）
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
当
該
保
有
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁

に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
保

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協

同
組
合
等
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲

げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く

。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と

、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第

二
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す

る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取

引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び

に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て

、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
総
額
を
算
出
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
要
件
の
み
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
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の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に
取

得
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
当
該
第
三
者

に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合

等
と
み
な
し
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々

の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整

を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、

同
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
節
」
と
、
「
与
信

相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十

六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商

品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信

相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決

済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
運

用
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
「
資
産
運
用
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基
準
」
と
い
う
。
）
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に

基
づ
き
最
大
と
な
る
よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と

な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産

等
を
実
際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
保
有

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
保

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構

成
を
想
定
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同

組
合
等
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み

な
し
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品

取
引
に
第
二
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相

手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相

当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

８

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
と
き
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に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を

乗
じ
る
調
整
を
行
っ
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
調
整
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
千
二
百
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

第
二
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額

で
除
し
て
得
た
値

二

第
六
項
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運

用
基
準
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

９

標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た
と

き
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
を
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要

10
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
六
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
期
待
損
失
額
）

（
期
待
損
失
額
）
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第
百
二
十
四
条

［
略
］

第
百
二
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
、
第
百
四
十
二
条
の
規
定

［
項
を
加
え
る
。
］

に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す

る
に
当
た
り
、
同
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
と
き

に
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
期
待
損
失

額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

（
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

第
百
二
十
六
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
の
信
用
リ
ス
ク

第
百
二
十
六
条

［
同
上
］

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り

一

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り

事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

ー
、
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第

て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第

百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済
取
引

百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済
取
引

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。
）

及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。
）

、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方
式
の
適
用
対
象
と
な

、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方
式
の
適
用
対
象
と
な

る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
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の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
四
十
二
条
第
十
項
の
規
定

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
第
百
五
十
四
条
の
二
か
ら
第

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
五
十
四
条

百
五
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

の
二
か
ら
第
百
五
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス

ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ
の
他
資
産
及
び

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
百

リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の

四
十
二
条
（
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

合
計
額

ー
、
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
三
十
三
条

［
略
］

第
百
三
十
三
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
短
期
の

３

［
同
上
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
契
約
当
初
の
満
期
が
一
年
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
一
年
の
下
限
を
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は

、
一
日
以
上
の
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

三

短
期
か
つ
流
動
性
の
高
い
貿
易
関
連
偶
発
債
務

の
四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
）
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セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
百
四
十
二
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
エ
ク

第
百
四
十
二
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
す
る

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
算
出
す
る
こ
と
が

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ

で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

と
が
で
き
な
い
場
合
で
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
個
々
の

ッ
ト
の
額
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

資
産
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
信
用
リ
ス
ク

２

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
も
っ
て
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
、
次
に

セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と

当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付

な
る
個
々
の
資
産
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、

け
と
な
る
資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
株
式
等

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
占
め
る
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、

ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
総
額
の
過
半
数
を
占
め
る

一

当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
よ
り
十
分
か
つ

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を

頻
繁
に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で

二

独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が

３

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず

ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信

、
か
つ
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ

用
協
同
組
合
等
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
な

て
、
第
百
二
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

と
き
は
、
当
該
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
最
も
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
が
大

掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
除

き
く
な
る
資
産
構
成
を
想
定
し
、
当
該
資
産
構
成
を
取
っ
た
場
合
の
信
用
リ
ス

く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

含
む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
第

の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
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二
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
二
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
条
第

一

裏
付
け
と
な
る
個
々
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
リ
ス

五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
るE

A
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
派

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
最
大
投
資
可
能
額
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し

生
商
品
取
引
のE

A
D

と
し
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る

て
適
用
す
る
場
合

当
該
資
産
に
つ
い
て
内
部
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、

と
。

同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該

二

外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
以
下
「
外
部
信
用
評
価

派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
外
部

を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

格
付
」
と
い
う
。
）
が
運
用
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合

外
部
格

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額

付
と
内
部
格
付
が
紐
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引

４

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー

の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず

る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
か
つ
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ

４

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有

て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
裏
付
け
と
な
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ

資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該
各
号

ル
手
法
」
を
準
用
し
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

に
定
め
る
手
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

一

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
第
百
二
十
二
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
て
い

一

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
日
次
又
は
週
次
で
時
価
評
価
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

て
お
り
、
当
該
評
価
額
で
解
約
又
は
第
三
者
に
売
却
で
き
る
こ
と
。

含
ま
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手

二

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

法

第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ

二

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
内
部
格
付
手
法
実
施
計

れ
に
準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。
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画
に
お
い
て
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
事
業
単
位
に
お

三

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る

け
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株
式

業
務
を
行
う
者
が
、
主
務
官
庁
の
監
督
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
式
を
適
用
す
る

５

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）

前
号
に
定
め
る
手
法

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず

三

前
号
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス

含
ま
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
二
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
外

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い

部
格
付
準
拠
方
式

場
合
で
あ
っ
て
、
裏
付
け
と
な
る
個
々
の
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重

５

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い

平
均
が
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
蓋
然
性
が
高
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ

て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当

セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲

該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
を
当
該

げ
る
要
件
の
み
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
情
報
が
第
三
者
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁
に

。

取
得
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
第
三
者
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
ウ

６

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

ェ
イ
ト
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
し
て
当
該
総
額
を
算
出
す
る
こ
と

場
合
に
お
い
て
、
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
エ
ク
ス

が
で
き
る
。

ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等

と
み
な
し
て
、
第
百
二
十
六
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
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を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、

個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ

る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ

る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第

百
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等

と
み
な
し
て
、
第
百
二
十
六
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、

個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ

る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ

る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第

二
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前

項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
を

採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
と
み
な
し
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る

の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計

額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
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ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
六
節

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
六
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し

て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
三
節
」
と
、
「

第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る

の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
六
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含

ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、

当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該

派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期

間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
が
明
示
さ

れ
て
い
る
と
き
に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
、
当
該
資
産
運
用
基

準
に
基
づ
き
最
大
と
な
る
よ
う
に
算
出
し
た
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付

け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
当
該
裏
付
け
と
な
る

資
産
等
を
実
際
に
保
有
す
る
事
業
体
の
総
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
を
、
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が

保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
信

-65-



用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
構
成

を
想
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
、
当
該
構
成
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ

る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協

同
組
合
等
を
当
該
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な

し
て
、
第
百
二
十
六
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る

の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
百

四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
手
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協

同
組
合
等
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な

し
て
、
第
百
二
十
六
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と
あ
る

の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は
、
第
二

百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ
り
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当

該
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
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ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
と
み
な
し

て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除

く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第
六
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
六

節
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
二
節
」
と
、

「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額

（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引

の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外

の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当

額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

出
す
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
乗

じ
る
調
整
を
行
っ
た
上
で
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
調
整
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
割
合
が
千
二
百
五
十
パ

ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
割
合
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。

一

第
二
項
の
割
合

事
業
体
の
総
資
産
の
額
を
純
資
産
の
額
で
除
し
て
得
た

値
二

第
七
項
の
割
合

前
号
に
定
め
る
値
で
あ
っ
て
、
資
産
運
用
基
準
に
お
い
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て
許
容
さ
れ
る
最
大
の
も
の

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

10
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に

つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
比
率
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
疎
明
し
た

と
き
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
保
有
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
百
パ
ー
セ
ン

ト内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

11
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
七
項
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
利
用
）

（
情
報
の
利
用
）

第
百
六
十
一
条

［
略
］

第
百
六
十
一
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

３

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

対
し
て
格
付
を
付
与
し
、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る

対
し
て
格
付
を
付
与
し
、
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
プ
ー
ル
に
割
り
当
て
る

際
の
主
要
な
要
素
と
し
て
外
部
信
用
評
価
機
関
又
は
そ
れ
に
類
す
る
機
関
（
第

際
の
主
要
な
要
素
と
し
て
外
部
格
付
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す
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百
八
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
外
部
信
用
評
価
機
関
等
」
と
い
う
。

る
情
報
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
が
付
与
す
る
格
付
（
第
百
七
十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
百
八
十
九
条
に

お
い
て
「
外
部
格
付
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
関
連
す

る
情
報
も
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
承
認
）

第
二
百
十
五
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
百
四
十

第
二
百
十
五
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
第
百
四
十

一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ

一
条
第
七
項
に
定
め
る
内
部
モ
デ
ル
手
法
を
用
い
る
場
合
（
第
百
四
十
二
条
第

め
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

四
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
場
合
、
こ
の
款
に
お
い
て
「

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
四
十
六
条
の
七

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク

第
二
百
四
十
六
条
の
七

［
同
上
］

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
C
M
i)

に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F

が
当
該
区
分
ご
と
に

区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、DF

が
当
該
区
分
ご
と
に

C
C
P

c
c
p

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F

は
、Σ

E
A
D

C
C
P

i
i

c
c
p

i
i

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。
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［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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